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「『賛助会員』制度の廃止に伴う定款等の一部改正について（案）」に係る 

パブリックコメントの募集について 

 

平成 27年 11月 13日 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

１． 意見の募集対象 

「賛助会員」制度の廃止に伴う定款等の一部改正について（案） 

（改正の内容は、資料１から資料４をご覧ください。） 

 

２． 意見の提出期限 

平成 27年 11月 13日（金）から 12月４日（金）午後５時まで（必着） 

（郵送の場合は同日消印有効） 

 

３． 意見の提出方法 

ご意見は、郵便又は電子メールによりご提出ください。 

 

郵便の場合：〒103-0025  

東京都中央区日本橋茅場町 1‐5‐8 

     一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

総務・会員部 総務課 宛 

電子メールの場合：jimukyoku@t2fifa.or.jp 

 

４． 意見の記入要領 

件名を「『賛助会員』制度の廃止に伴う定款等の一部改正に対する意見」とし、次

の事項をご記入の上、ご意見をご提出ください。 

① 氏名又は名称 

② 連絡先（電子メールアドレス、電話番号等） 

③ 法人又は所属団体名（法人又は団体に所属されている場合） 

④ 意見の該当箇所 

⑤ 意見 

⑥ 理由 

 

５．その他 

     ① 提出いただいたご意見に関する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ

ご了承ください。 

   ② 提出いただいたご意見につきましては、定款等作成の参考とさせていただくと

ともに、提出者の氏名等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく
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場合があります。 

   ③ 提出いただいた個人情報については、ご意見の内容確認等の連絡目的に限って

利用し、適正な管理を行います。 

   

 

以   上 

○ 本件に関するお問合わせ先： 

  一般社団法人第二種金融商品取引業協会  

総務・会員部 総務課 （℡）03‐3667-2461 


